
年金制度、被保険者証等の変遷（年表）
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昭36．4

厚生年金保険被保険者証

被保険者台帳の記号番号
被保険者の生年月日

はじめて資格を取得した日
被保険者の氏名

厚生年金保険
被保険者証

記号・番号
被保険者氏名
生年月日

資格取得年月日

労働者年金保険
被保険者台帳
記号番号通知票
記号・番号
被保険者氏名
生年月日

資格取得年月日

国民年金手帳

厚生省

国民年金手帳

厚生省

国民年金手帳

厚生省

◆年金被保険者の資格を証する上記（１～９）の各種被保険者証、国民年金手帳、年金手帳、基礎年金番号通知書のいずれも有効です。
◆また、すべてに①被保険者の氏名、②生年月日、③資格取得年月日などの情報に加えて、④基礎年金番号（又は「被保険者台帳の記号・番号」「年金手帳の記号・番号」のいず
れか）が記載されており、これらの記号・番号で年金加入記録が管理・保管されています。

◆被保険者証は、初めて厚生年金や国民年金に加入した際に交付されるもので、生涯にわたって使用するものですが、転職の都度、新たに別の記号番号が記載された被保険者
証（年金手帳）の交付を受けた方もおられます。この場合、一つにまとめる手続（年金手帳記号番号重複取消届）を行ってください。

【昭29.5～昭49.9】
【昭19.６～昭29.4】

【昭35.10～昭49.9。 概ね５年毎に更新（追加）】

【昭17.1～昭19.５】

・・・
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適
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４

年金手帳

社会保険庁

【昭49.10～平8.12】

５ ６
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通知書
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性別

交付年月日

年金手帳

社会保険庁

【平９．１～平21.12】
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・・・施
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礎
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有
の
段
階
的
開
始
）

施行準備期間においては、対象となる方の被保険者
資格取得届の受理や被保険者証の交付のほか、保険
料徴収に向けた本格的な施行のための準備を行って
いました。

（注）

年金手帳

日本年金機構

【平22.1～】

９
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足


